
資料１７ 

福祉人材確保 

 

① きょうと福祉人材育成認証制度（平成２５年４月開始） 

福祉業界が若者にとって安心して働ける業界であることを、根拠を持って説明していく

ツールとして創設。人材育成に積極的に取り組む福祉事業所を京都府が認証して公表。認

証取得に向けて取り組む事業所に対しては、専門家による相談会や研修を無料で実施。 

「人材育成に積極的に取り組む」意思表示である「宣言」。基準を満たす事業所を認定

する「認証」。高度な人材確保の取組みを実施している法人は「上位認証」制度を用意。 

「きょうと福祉人材育成認証制度」に参加するには、まず「宣言」していただく必要が

あります。「宣言」いただければ、この認証基準を満たす取組みの支援をご案内しますの

で、現段階で基準を満たしていないと思われる場合でも、まず「宣言」をすることをご検

討ください。 

（令和３年４月１日現在、宣言５０３法人、認証２８６法人、上位認証１２法人） 

 

②京都府福祉人材・研修センター 

京都府福祉人材・研修センターとは、厚生労働大臣の認可を得ている福祉の仕事専門の

無料職業紹介所です。４７都道府県の社会福祉協議会に設置されています。無料職業紹介

所ですので、京都府福祉人材・研修センター経由で採用者が決定しても「手数料、登録料

等」が発生することはありません。職員採用時には是非ご活用ください。 

 

③求人の手引き 

 京都府福祉人材・研修センターでは、ハローワーク同様、インターネット上から求人票

を提出することが可能です。その手続きを示したものが「求人の手引き」になります。一

度提出した求人票はデータでシステムに保存されますので、次回求人票を提出する際に保

存データを再利用しますので簡単に求人票の作成、提出が可能ですのでご利用ください。 

 

④介護の資格届出制度 

 介護福祉士等（介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修

１級・２級課程、旧介護職員基礎研修、介護に関する入門的研修を終了した方も含まれま

す。）の資格をお持ちの方で、福祉の仕事から離れる、福祉の仕事に就かない方は届出を

いただくことになっています。届出いただくと介護の資格に関する様々な情報をお届けす

るなどのサポートが受けられます。 

 

 

 



⑤障害福祉分野就職支援金 

 障害福祉の仕事に就職するための準備経費にかかる経費について、令和３年度から新た

に、障害福祉分野就職支援金の貸付制度を開始する予定です。所定の研修を修了し、京都

府内の障害福祉サービス事業所・施設に就職される場合、就職準備金の貸付を利用するこ

とができ、就職後２年間障害福祉諸君の業務に従事した場合全額返還免除となります。詳

細は制度開始時に改めて府 HP等でお知らせします。 

 

⑥京都府外国人介護人材支援センター 

 令和２年６月１日に、京都府社会福祉協議会内に京都府外国人介護人材支援センターを

開設しました。介護職場ではたらく（はたらきたい）外国人の方や外国人の受入にかかわ

る事業所からの相談をお受けしています。また、外国人介護職員や受入事業所向けの研修

や交流会も実施しています。 

 



き ょ う と 福 祉 人 材 育 成 認 証 制 度 
 
 

１ 目 的 
（１）福祉業界自らが人材確保・定着に努力する環境を整備すること 
（２）業界の取組や福祉業界を正しく理解できる情報を「見える化」すること  
 
２ 制度概要 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ メリット 
＜宣言＞ 

 ○職員の定着や労働環境整備（＝認証取得）のため、無料の支援を受けることができる 
  ・人材育成や人事評価制度構築などのためのセミナー 
   テーマ例：人材育成計画の作成、キャリアパスの体系構築、給与制度の設計等 
  ・法人・事業所の課題・悩みの相談を解決に導くための専門家の支援（個別相談等） 
  ・新任職員や管理職等の現任職員向けの研修 
   テーマ例：中堅職員研修、OJT推進者研修、 

管理職研修（財務管理やメンタルヘルスケア） 
  ・WEBを活用した職員アンケートの実施 
 
＜認証・上位認証＞ 
〇上記に加えて 
・採用活動等において認証マークを活用し、学生等に事業所をアピールできる。 

 ・京都府が実施するインターンシップ事業等への参加 
  ・就職フェアへの参加要件 
 

人材育成に積極的に取組む福祉事業所を京都府が認証し、学生等に公表 

認証取得に向けての取組を研修やコンサルティングで京都府が支援 

【ホップ】 人材育成に取り組むことを意思表明→「宣言法人」 

【ステップ】認証基準を満たす→「認証法人」 

【ジャンプ】更なる取組に対する上位認証→「上位認証法人」 



































子どもを預けるための費用
研修会受講料や図書費、
介護福祉士試験受験手数料等

転居に伴う費用 通勤用自転車・バイク等購入費 介護ウエアなどの業務用被服費

障害福祉職員の業務に２年間従事した場合等に、貸付金の返還が免除されます。

社会福祉法人○○○社会福祉協議会○○○福祉人材センター（TEL：000-000-0000）

お申し込み・お問い合わせ先

ご利用条件について

※ 利用条件等については各都道府県で異なる場合があるため、詳細は上記お問い合わせ先にご確認ください。

次の要件を全て満たす方が「障害福祉分野就職支援金」の対象です。

（１）次のいずれかの研修を受講し、修了した方（※）

○介護職員初任者研修 ○居宅介護職員初任者研修 ○障害者居宅介護従事者基礎研修

○重度訪問介護従事者養成研修（基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課程と応用を受講すること）

○同行援護従事者養成研修（基礎、応用を受講すること） ○行動援護従事者養成研修

（２）障害福祉サービス事業所若しくは施設に就労した又は就労を予定している方

（３）障害福祉分野就職支援金利用計画書を提出した方

（４）再就職準備金又は介護分野就職支援金の貸付を受けたことがない方

※ 就労と同時に研修を受講し、事後に研修修了証を提出すれば対象となりますので、

事前にお問い合わせ先にご相談ください。

▶ 障害福祉のお仕事に就職するための準備経費に係る費用について、最大２０万円を

お貸しします。

▶ 貸付金は２年間障害福祉ｻｰﾋﾞｽの業務に従事することで、返還が全額免除されます。

たとえば、

このような費用に

ご利用いただけます。
※この他にもご利用いただける費用が
ありますので、詳細は下のお問い合
わせ先でご確認ください。

返還の免除について

障害福祉分野で働いてみませんか？

障害福祉分野就職支援金のご案内

障害福祉職員の「障害福祉分野就職支援金」とは

【事業実施に向けて調整中】詳細については、改めてWAMNET等でお知らせします。

【事業実施に向けて調整中】詳細については、改めてWAMNET等でお知らせします。



京 都 府 外 国 人 介 護 人 材 支 援 セ ン タ ー

（社会福祉法人 京都府社会福祉協議会 京都府福祉人材・研修センター内）

京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375（ハートピア京都地下１F）

🚃 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」下車 🚃

開所時間 :月曜日から金曜日（祝日、年末年始の休日を除く）午前9時から午後5時まで

TEL:075-252-6295/fax:075-252-6312

E-mail:kfcsc＠kyoshakyo.or.jp

◆セミナー＆交流会の開催◆

受入事業所や外国人介護職員を対象にセミ
ナーや交流会を開催します。外国人介護職員の
不安低減を図るため、外国人介護職員同士の交
流やつながりを図ります。

◆外国人介護人材
支援連絡会議の開催◆

業界団体、職能団体、監理団体等で構成される
連絡会議を定期的に開催し、外国人介護職員に
関する情報交換を行います。

◆外国人介護職員向け
介護技術・日本語能力向上研修◆

外国人介護職員によるケアの質の一層の向
上を目指して、介護技術研修、日本語能力向
上研修を行います。また、地域で行う研修に
講師を派遣します。

◆相談員による
窓口相談及び事業所訪問◆

「職場における悩みごと、生活上の困りごと」（外
国人介護職員）や「外国人介護職員受入れにあ
たっての不安、悩みごと」（受入事業所）等の相談
をお受けします。
※来所・電話・メール

◆外国人介護人材に関する情報収集及び情報発信 など◆

京都府委託事業（京都府社会福祉協議会が受託）

◆◆ 理念 ～目指すべき方向～ ◆◆

今後、増加することが見込まれている外国人介護人材の受入が円滑に進むよう相談窓口を設置
するほか、様々な事業を通じて外国人介護人材の確保・定着・育成を目指します

➢ 共生社会や多様化する働き方の視点を大切にします。
➢ 外国人材受入事業所とそこで働く外国人介護職員の双方を支援します。
➢ 「働く」ことに併せて、「暮らし」や「生活」についても支援します。
➢ これらの支援を京都府内の関係機関・団体と連携して実施していきます。

京都府外国人介護人材支援センター


